
（様式－１ 表紙） 

 

 

 ２ 調査主体：草津市 

 

 ３ 調査圏域：草津市管内 

 

 ４ 調査期間：平成２４年度～平成２５年度 

 

 ５ 調 査 費：１８，０００千円 

（街路事業調査 都市・地域総合交通戦略策定調査） 

 

 ６ 調査概要： 

草津市は、古来より人や物が往来する交通の要衝として発展し、現在も滋賀県の中

核的な都市として発展し続けている。一方で、市街地の拡大や車社会の進展により、

中心市街地の衰退、公共交通の衰退、環境負荷の増大、交通弱者の増加等の様々な都

市交通問題が顕在化してきている。 

これらの都市交通問題の解決に向けて、徒歩・自転車・公共交通を軸とした集約型

都市構造の実現、自動車依存から徒歩・自転車・公共交通中心へのライフスタイルの

転換を図り、市民の皆様が生き生きと輝き、安心して暮らすことのできるまちづくり

の実現を目指すため、『第５次草津市総合計画』や『草津市都市計画マスタープラン』

といった、本市の将来像を示す上位計画や、国、滋賀県等の関連計画を踏まえながら、

本市が概ね２０年後に実現すべきまちの姿を、交通を軸とした時代にふさわしい豊か

で活力のあるまちづくりとして“交通まちづくり”と定め、そのための基本方針や基

本施策等を立案する『草津市都市交通マスタープラン』を行った。 

都市交通マスタープランの推進にあたっては、重点的かつ迅速に取り組むべき施策

についての戦略的な計画となる『草津市総合交通戦略』を策定することで、“交通ま

ちづくり”の実現を促進し、市民、交通事業者、行政等が相互に連携と協力を図りな

がら一体的に取り組む体制を構築し、社会経済情勢の変化やそれに伴う市民ニーズの

多様化・高度化に柔軟に対応していく。 

 

  

 

  

 １ 調査名称：草津市総合交通戦略策定業務 



（様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名：草津市総合交通戦略策定業務 

 

 ２ 報告書目次 

 

１. 概要  

１.１ 草津市の概要 

１.２ 背景 

１.３ 目的 

１.４ 位置づけ 

１.５ 交通まちづくりの進め方 

１.６ 計画の構成 

 

２. 草津市を取り巻く現況 

２.１ 全国的な社会状況 

２.２ 草津市の社会状況 

２.３ 草津市を取り巻く現況から導き出される課題 

 

３. 市民ニーズ 

３.１ 市民アンケート調査 

３.２ 事業所アンケート調査 

３.３ 市民ニーズから導き出される課題 

 

４. 草津市における都市交通課題 

 

５. 上位計画 及び 関連計画等（目指すべき都市交通の将来像） 

５.１ 上位計画 

５.２ 関連計画 

５.３ 目指すべきまちの姿 

 

６. 草津市都市交通マスタープラン 

６.１ 基本理念・基本方針 

６.２ 目指すべき都市交通体系 

６.３ 都市交通マスタープランの基本施策 

  



                                                      （様式－２ｂ 調査概要） 

 ３ 調査体制 

 

 

 ４ 委員会名簿等： 

草津市総合交通戦略協議長・委員名簿 

 

（平成 25年度名簿）

氏名 所属等 備考 

小林 達男 草津市まちづくり 副会長 

西蔵 清彦 草津市老人クラブ連合会  

南出 幸代 公募委員  

香月 潤平 公募委員  

前野 奨 特定非営利活動法人 滋賀県脊髄損傷者協会  

塚口 博司 立命館大学理工学部 会長 

塩見 康博 立命館大学理工学部  

平野 剛 西日本旅客鉃道株式会社近畿統括本部京都支社地域共生室  

樋口 俊助 一般社団法人滋賀県バス協会  

加茂 学 一般社団法人滋賀県タクシー協会  

大西 清 滋賀県自転車軽自動車商業協同組合 草津・栗東支部  

吉澤 勇一郎 近畿地方整備局建政部都市整備課  

日野 雅仁 近畿地方整備局滋賀国道事務所  

後藤 浩之 近畿運輸局滋賀運輸支局  

松本 勝正 滋賀県土木交通部  

四塚 善弘 滋賀県土木交通部交通政策課  

徳島 英和 滋賀県南部土木事務所  

堤  伸一 草津警察署交通課  

浅見 善廣 草津市都市建設部  

草津市総合交通戦略協議会 

草津市総合交通戦略協議会 事務局 

（草津市 交通政策課） 

パブリックコメント 

の実施 

提案 検討 提言 

意見反映 



（様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

草津市では、草津市都市交通マスタープランを作成することで、交通施策とま

ちづくりが一体となって、自動車への過度な依存から公共交通中心へのライフス

タイルへの転換、人口減少・超高齢社会に対応した交通環境の整備や徒歩、自転

車と公共交通を軸とした集約型都市構造の実現を目指す。 

また、草津市都市交通マスタープランにあわせて、草津市総合交通戦略を策定

することで、ＪＲ駅での乗り換えの円滑化や路線バス・コミュニティバス（まめ

バス、草津・栗東くるっとバス）の利用環境の改善、自転車走行空間・歩行空間

の整備、新交通システムの導入など、都市交通マスタープランに定められた目指

すべきまちの姿の実現に向けた戦略施策を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２ 調査フロー 

 

 

図 草津市都市交通マスタープラン及び草津市総合交通戦略計画構成図 

 

  



３ 調査圏域図 

 

 
 

出典：第 5 次草津市総合計画      

図 草津市の位置



（様式－３ｂ 調査成果） 

 

 ４ 調査成果 

４－１ 草津市総合交通戦略 概要(詳細別紙) 



近畿 

1 

草津市総合都市交通戦略 
１．概要 

理念 

・ 

方針 

【交通まちづくりの基本理念】 

誰もがいつでも安心して移動できる 

    持続可能な交通まちづくりの実現 

 

【まちづくりの基本方針】 

 ・人にやさしい交通まちづくりの実現 

 ・環境にやさしい交通まちづくりの実現 

 ・地域を維持・活性化する交通まちづくりの実現 

目標 

年次 
平成３２年度 

位置 

づけ 

草津市総合計画・都市計画マスタープランで目指
すべき将来都市像にふさわしい交通体系の実現
に向け、長期的な総合交通計画を明らかにする
とともに、中短期的な実施プログラムを市民、交
通事業者と協働で、計画的、効率的に展開を図
るための共有すべき指針として策定。 

総合計画 ○ 平成２２年度 

都市計画マスタープラン ○ 平成１８年度 
（H22.6一部変更） 

戦略
策定 

範囲 

都市圏 

市域 ○ 

特定エリアのみ 

 ■まちの将来構造 

(第5次草津市総合計画) 



近畿 

2 

草津市総合都市交通戦略 
２．目標と指標 

主
な
指
標 

交
通 

交通手段別分担率 ○ 

一定時間アクセス可能圏域人口(拠点等） 

中心部歩行者数 ○ 

自転車交通量 

公共交通カバーエリア 

バス利用者数 

鉄道、路面電車利用者数 

社
会 

DID内人口密度 

中心部居住人口･公共交通ｻｰﾋﾞｽ圏域人口 

商品販売額 

交通事故件数、死傷者数 ○ 

環
境 

CO2排出量 

その他 

指標 

歩行環境が原因で外出を控える人 

バスサービスへの満足度 

草津駅発の運行本数 

 

 

○ 

①数値的な目標：人にやさしい交通まちづくりの実現 

評価の視点 評価指標 現状 
前期 
(H28) 

後期 
(H32) 

外出の有無 
歩行環境が原因で 
外出を控える人の 
割合 

13.8% 
(H24) 

13.8% 13.8% 

バリアフリー化 
低床式バス車両の導
入率 

32.3% 
(H24) 

40.0% 48.0% 

交通事故の減少 総事故件数 
794件 
(H24) 

615件 510件 

公共交通の利便性 
バスサービスへの 
満足度 

15.9% 
(H24) 

20.0% 25.0% 

②数値的な目標：環境にやさしい交通まちづくりの実現 

評価の視点 評価指標 現状 
前期 
(H28) 

後期 
(H32) 

他手段への転換 
自動車利用者の減少
(分担率) 

48.2% 
(H22) 

－ 41.3% 

③数値的な目標：地域を維持・活性化する交通まちづくりの実現 

評価の視点 評価指標 現状 
前期 
(H28) 

後期 
(H32) 

中心市街地の 
歩行者数の増加 

中心市街地の歩行者
交通量 

11,067人/日 

(H24) 
11,495人/日 11,923人/日 

バス運行本数の維
持 

草津駅発のバス運行
本数 

323本/日 
(H24) 

323本/日 323本/日 



近畿 

3 

草津市総合都市交通戦略 
３．展開施策（１） 



近畿 

4 

草津市総合都市交通戦略 
３．展開施策（２） 



近畿 

5 

草津市総合都市交通戦略 
３．展開施策（３）：全市的に取り組む施策とスケジュール（案） 



近畿 

6 

草津市総合都市交通戦略 
３．展開施策（４）：草津駅を中心とした地域で取り組む施策とスケジュール（案） 



近畿 

7 

草津市総合都市交通戦略 
３．展開施策（５）：南草津駅を中心とした地域で取り組む施策とスケジュール（案） 



近畿 

8 

草津市総合都市交通戦略 
４．総合交通戦略の推進及び評価 

■事業推進と進行管理の考え方 

分野をまたいだ多様な事業について、関係機関で連携を図りながら、戦略の着実な推進と適正な進行管理を行います。 

社会情勢の変化やそれに伴う市民の価値観の変化に応じた新たな施策の提案などを行います。 

そのため、目標達成状況の確認及び必要に応じた計画・目標の見直しを行う推進・進行管理体制を構築します。 

Plan 戦略施策の策定 

Do 戦略施策の実施 

Check 
施策の効果を定期
的に確認・検証 

Act 
施策の見直し 
（改良、追加等） 

■施策の評価・改善 

社会・経済情勢の変化や市民の価値観の変化に柔軟に対応した 

戦略施策のＰＤＣＡサイクルを構築します。 

■事業推進・進行管理の体制 

施策を着実に実行していくためには、市民、企業、地域団体、市民活動

団体、交通事業者、行政等の関係者が、それぞれの立場・役割を明確

にするとともに、それぞれの連携・協働のもと、交通とまちづくりを一体

となって取り組んでいくことが重要となります。 

多様な主体（市民、企業、地域団体、市民活動団体、交通事業者、行

政等）からの評価や意見等を取り入れていくための体制を構築します。 



近畿 

9 

草津市総合都市交通戦略 
５．その他（戦略報告書の構成・特徴等） 

■計画の位置付け 

   草津市都市交通マスタープラン及び草津市総合交通戦

略は、第5次草津総合計画等の上位計画及び関連計画と

整合性を保ちながら、都市交通で目指す将来像や都市交

通のあり方（都市交通マスタープラン）、それを実現するた

めの総合的かつ戦略的な交通施策（総合交通戦略）を明ら

かにするものです。 

   また、長期的な展望のもとで計画的、効率的に施策展開

を図っていくための基本指針であるとともに、市民・事業者・

行政などのさまざまな主体が協働により進めていくために

共有すべき指針となります。 



近畿 

10 

草津市総合都市交通戦略 
５．その他（戦略報告書の構成・特徴等） 

＜マスタープラン＞ 



近畿 

11 

草津市総合都市交通戦略 
５．その他（戦略報告書の構成・特徴等） 

＜戦略＞ 
マスタープランから 

ＰＬＡＮ 

ＤＯ 

ＣＨＥＣＫ 

ＡＣＴＩＯＮ 



近畿 

12 

草津市総合都市交通戦略 
５．その他（戦略報告書の構成・特徴等） 

草津市では、「草津市自転車安全利用検討委員会」を設置(H24.10.2)し、市内における自転車利用者のルール遵守、

モラルやマナーの向上対策のほか、地球環境面および健康増進の観点からの利用促進や盗難防止対策についての総

合的な検討を行ってきました。 

平成25年9月2日(月)に、当委員会の委員長が、 

『草津市自転車の安全安心な利用の促進に関する提言』 

を市長へ提出しました。 

本提言は、市民の安全安心で快適な生活の確保に向けた 

自転車に関する課題、関係者の責務や役割、取り組むべき 

施策などを示しています。 

今後は、本提言に示された施策を、関係者（市民、自転車 

利用者、父母その他の保護者、学校、事業者、小売事業者、 

市）が一体となって、持続的かつ戦略的に取り組んでいきます。 

 

平成２５年９月 

草津市における自転車の 

安全安心な利用の促進に関する提言 


